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第 53回 全国木材産業振興大会に参加して！！

“木をつなぐ ～神々の時代から、現在（いま）、そして未来へ～“

株式会社山西 西垣 洋一

第 53 回 全国木材産業振興大会が 10 月 18 日、広島県にて開催されました。私も愛知県木
材組合連合会 会長、名古屋木材組合 組合長の立場で愛知県の代表として参加させて頂きまし

た。全国木材組合連合会の取り組みを皆様に報告させて頂きます。

現在、戦後造成された森林資源が伐採期を迎えていますが、他方日本の森林・林業は木材価

格の低迷等から森林所有者の経営意欲が低下しています。森林・林業・木材産業においては、「伐

って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用を確立し、いかに林業の成長産業化

を推進していくことができるかが今後の大きな課題となっています。

こうした中、全国木材組合連合会では、平成 26年の全国森林組合連合会との「‘ウッドファ
ースト社会’の実現に向けた共同宣言」を皮切りに、本年も川上から川下の全 6団体で、「森林・
林業の再生に向けた共同行動宣言 2018」に署名、宣言しました。

―「森林・林業の再生に向けた共同行動宣言 2018」－ 

1 森林・林業の再生を図るため、森林環境税や森林経営管理法の目的達成に向け森林・

林業・木材産業界を挙げた行動を起こすとともに、最近の異常気象等の下、高まる国

土強靭化への要請にも対応した災害等に強い森林の整備等に必要な予算の確保、国民

理解の醸成に取り組む。 

2 これまで、木材が余り活用されて来なかった分野での国産材利用拡大を図るため、民

間中高層建築物等への木材利用拡大のための法制度による支援策の構築に向けた取

組を強化するとともに、森林県での木材利用促進条例策定の動きを木材消費地である

大都市圏へ拡大するための森林・林業・木材産業一体となった取組を進める。 

3 「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用を可能とするため、

山元に利益を還元できる木材利用の具体的な仕組みの構築に取り組むとともに、国産

材利用拡大に積極的な企業等の輪を広げる活動等を消費者、ＮＰＯ等との連携・協力

の下、引き続き推進する。

我々の業界の悲願は、都市の建築物でも木造化・木質化が当たり前となる「ウッドファース

ト社会の実現」をすることです。新設住宅着工数減少時代を控え、非住宅分野の木造化・木質化

を推し進め、品質が確かな木材製品の安定供給体制を確立する上でも、地域に密着した工務店・

建築士・建築技術者の皆さんの一層の木材利用の関心と促進を図ることが大切となります。それ

が業界が抱える課題を解決し、業界の成長産業化、地方創生といった命題の解決策への糸口とな

ります。

当社としましても循環型社会の実現に向け、皆様とともに 1歩 1歩歩んで行きます。又 10月
の消費増税を控え、来年のスタートは、次の増税がない限り、最後の受注の盛り上がりとなりま

す。変わらぬご指導、ご愛顧の程、宜しくお願い致します。
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木材利用の拡大は、森林・林業の活性化のみならず地球温暖化の防止、地域経済

の活性化などを通じ、豊かな暮らしや低炭素社会の実現に大きく貢献するものであ

り、森林資源が充実しつつある中、「伐って、使って、植えて、育てる」という循

環利用の確立が重要である。 

全国各地で木造の公共施設等が数多く建設されるようになり、都市部の建築物の

木造化・木質化が大きく進み始めようとしている。これは木材を優先して活用する

‘ウッドファースト社会’の実現に向けて、政府、与党、経済界に訴えてきた我々

の活動の成果と認識している。 

今後とも、戦後続いてきた木材から非木材への流れを変え、木材の復権を確実な

ものにするため、安全・安心な木材の安定供給体制の構築とともに、これまであま

り木材の活用がなされて来なかった分野での木材利用拡大や山元に利益を還元する

ための仕組み作りに木材産業界自らが率先して取り組み、消費者・ユーザーの協力

を得ていくことが重要である。 

そのため、次の事項について、経済界など多様な関係者の連携の下に英知を結集

して行動する。 

1．都市部などでの木材利用の大幅な拡大のため、法律・制度の見直し等抜本的対 

策の実現に取り組む。 

2．森林資源の循環利用を実現するため、森林環境譲与税等も活用し、山元に利益

を還元できる体制の構築に森林・林業団体と一体となって取り組む。 

3．木材産業振興のため、予算の確保、税制措置の継続に取り組む。 

4．新たな木材需要を創出するため、技術開発・普及等に取り組む。 

5．合法木材、JAS製品等、品質・性能の確かな木材供給や人材の育成確保に取り

組む。 

以上、決議する。               
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